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回 覧 

紙袋廃止にご協力 
ありがとうございました 

 平成３０年４月１日から燃やせるごみを出す時
に紙袋が使えなくなりました。 
 ４月３日から６日にかけて集積所に出されてい
る燃やせるごみを調査したところ、皆様のご協力
により紙袋での排出はわずかな量でした。 
 引き続き周知を行ってまいりますのでご協力お
願いします。  

 今号ではお問い合わせの
多い、燃やせるごみの「収
集される出し方・収集され
ない出し方」についてご紹
介します。 
詳しくは２ページ以降 
をご覧ください！ 
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 燃やせるごみの排出方法が松戸市認定ポリ袋に統一され、
「どのような出し方であれば収集されるか」というお問い
合わせをいただいております。収集される出し方・収集さ
れない出し方のイラストを参考に、ごみ出しルールの徹底
をお願いします。  

個人情報などを含んだ燃やせる 
ごみを、新聞紙などで部分的に包む 

燃やせるごみをそのまま松戸市
認定ポリ袋に入れる 

紙製ごみ袋にごみを入れ、 
そのまま松戸市認定ポリ袋に入れる 

新聞紙などで側面を覆い、 
中身が見えない 

認定ポリ袋 新聞紙などで 
包んだごみ 

認定ポリ袋 
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 ４月１日の紙袋廃止以降に余ってしまった紙袋は、下記の回収
場所にお持ちいただければリサイクルさせていただきます。 

：4月2日（月）～5月31日（木）  
：市役所本館および各支所に 

     設置の牛乳パック回収箱 

不要な紙袋を直接牛乳
パック回収ボックスに 
入れてください！ 

 雑がみの分別にご協力いただきありがとうございます。
雑がみを紙袋に入れて出す際に気を付けていただきたいポ
イントをまとめましたのでご参考にしてください。 

①紙袋を閉じる際は一部に封をして中身を確認できるよう 
  にする。 
※密封してしまうと中身を確認できず収集できません。紙紐・ビニール 
  紐・ガムテープのいずれかを使用して袋の一部だけを封してください。 

②雑がみ排出用の袋は必ず紙袋を使用する。 
※排出された雑がみは袋ごとリサイクルされます。防水加工された紙袋 
 やポリ袋（松戸市認定ポリ袋含む）は使わないでください。 

紙袋の一部
に封をする 

紙袋を密封
してしまう 

正しい  
出し方 

収集 
できない  
出し方 



４ 

麺

 雑がみの分別がだんだんと浸透してきましたが、雑が
みは多種多様で判断に迷うことがあると思います。その
中でも特にお問い合わせの多い例をご紹介します。  

封筒の場合、ビニー
ル等の窓部分は取り
除いてください。ま
た、圧着はがきは特
殊加工されているた
め、燃やせるごみへ。 

新聞の折込チラシは
新聞と一緒か、また
は雑がみへ。新聞折
込以外のポスティン
グされたチラシは雑
がみへ。 

シュレッダーした紙
は紙袋に入れ、雑が
みとして資源ごみへ。
自宅に紙袋がなけれ
ば、封筒に入れて出
すこともできます。 

防水加工された紙
は水に溶けないた
め、リサイクルで
きません。また、
カップ麺の容器で
プラスチック製の
ものはリサイクル
するプラスチック
に分別して下さい。 

通常のはがきは雑
がみですが、中身
がめくれるような
圧着はがきは特殊
加工がされている
ため、燃やせるご
みへ。 

汚れがないきれい
な箱でも、におい
がついているもの
は燃やせるごみへ。
リサイクルした後
の新しい紙に、 
においがついてし
まいます。 

詰め物の紙は  
「昇華転写紙」とい
う特殊な紙が使われ
ていることがありま
す。この紙は判別が
難しく、リサイクル
できないため全て燃
やせるごみへ。 
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